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2022年12月14日、国外源泉所得非課税制度（FSIE税制）
の修正法案が立法会における第三回の審議を通過

2022年12月14日、香港の国外源泉所得非課税制度（以下、「FSIE税制」）の
修正を目的とした、2022年度内国歳入法の改正法案（特定国外源泉所得に
対する課税、以下、「法案」）が立法会における第三回の審議を通過しました。
可決された本法案は、12月23日（金曜日）の政府官報に掲載され、正式な香港の
法律（以下、「新法」）となります。

第三回の審議では、立法会委員会での修正（以下、「CSAs」）を受けて提案された
内容にて、可決されました。原法案及びCSAsの内容についての詳細な説明や
コメントに関しては、弊事務所の発行した2022年11月11日号、11月17日号の
タックスアラートをご参照ください。

本稿では、法案の審議過程に香港政府によって定められた新法の特定の条項
に関して説明いたします。特に、資本参加免税要件の下で譲渡益や配当金への
「課税対象」条件として15%以上の「適用税率」が求められますが、当該「適用
税率」は香港域外で当該所得に対して課される「実際の税率」ではなく、「標準
税率」と解釈される点に留意すべきです。

修正FSIE税制による事業への影響を検討される場合、ご担当の税務専門家に
ご相談ください。

https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2022/tax-alerts-12-13
https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2022/tax-alerts-12-19
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修正FSIE税制の概要

修正FSIE税制では、特定の国外源泉所得、すなわち利息収入、配当金、知的財産の使用から得られる収益（以下、「IP収益」）、
株式持分に係る譲渡益（以下、「譲渡益」）は、香港で受け取った場合に香港源泉と見なされ、事業所得税が課されます。ただし、
このみなし規定は、香港にて貿易、サービス又は事業を行っている多国籍企業（以下、「MNE」）にのみ、適用となります。

当該みなし規定が適用されたとしても、当該MNEが香港の非IP収益に対する経済的実体要件（以下、「ESR」）、又はIP収益の
ネクサス要件を満たしている限り、関連する所得は修正FSIE税制の下で引き続き課税がされません。配当金や譲渡益に
ついては、ESRの充足の代わりに、資本参加免税要件が満たされた場合においても、修正FSIE税制の下で課税が免除されます。

修正FSIE税制は、2023年1月1日以降に香港にて発生して受領される特定の国外源泉所得に適用されます。関連する所得は、
発生した時点ではなく、香港で受領した、又は受領したと見なされた時点で修正FSIE税制の下で課税されます。

法案審議の過程における新法の特定の条項についての明確化

法案が立法会による審議を受けるにあたり、さまざまな利害関係者が立法会の法案委員会に提案をしました。法案の特定の
条項に関する懸念と、それに対する政府側の返答を以下でご説明します。

「課税対象」条件として標準税率の採用

上記資本参加免税の要件は、「課税対象」条件として、国外源泉の配当金や譲渡益について、国外源泉地の事業所得税と
実質的に同じ性質の適格な類似税が15%以上の税率（適用税率）にて課されることです。

そうでなければ、国外源泉の配当金や譲渡益は、免税から修正FSIE税制の下での課税対象に切り替わり、当該収益に関して
支払った外国税額の支払いが、同じ所得に対して香港で支払うべき事業所得税から控除されます（スイッチオーバー・ルール）。

検討の時点では、内国歳入局（以下、「IRD」）は、実務ガイダンスにおいて、適用税率とは源泉地の法人税の標準税率を指す
のではなく、関連する収益に課される実際の税率を指すと説明していました。

実際の税率によるアプローチでは、特定の国外源泉所得が譲渡益である場合に、「課税対象」条件を満たさない可能性が高い
ものでした。これは、多くの国・地域において譲渡益に課される源泉徴収税率は15%未満（例えば、譲渡益に対する源泉徴収税は
中国本土で10%）であるか、又は包括的な二重課税防止協定（以下、「CDTA」）の下で非課税となる可能性があるためです。

このような結果は、アジア地域のMNEにとって、香港が効果的な投資保有のプラットフォームとしての地位を維持するのに
役立ちません。そのため、EYを含む多くの利害関係者は、「実際の税率」アプローチではなく、「標準税率」アプローチを採用する
よう政府に求めました。

その後、香港政府は欧州連合（以下、「EU」）と協議の上、「標準税率」アプローチを採用することを確認しましたが、新法の関連
規定においても、法案と同様、スイッチオーバー・ルールとして15%以上の「適用税率」にて課税されることが条件となります。

しかし、香港政府は、当該所得が特別税制の下で主税制よりも低い税率で課税され、その低い税率が該当する国・地域にて
実質的な活動を行うための優遇税制ではない場合、「適用税率」は当該特別税制で定められた最高税率となるとも示しています。
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IRDは、実務解釈方針（以下、「DIPN」）又は修正FSIE税制に関するさらなる実務ガイダンスを発行し、新法の「適用税率」が、
国外源泉地の関連する法人税の標準税率を参照して、どのように解釈されるかを説明することを予定しています。

実際、IRDの副局長（技術事務）が最近行ったセミナーでは、香港とCDTAを締結している国・地域において配当金に課される
源泉徴収税率が10%であるとしても、標準税率が20%であれば、「課税対象」条件は満たされるということを設例を通じて
説明しています。

同じ理屈で、譲渡益に対する源泉徴収税率が国外源泉地において15%未満の場合でも、その源泉地の標準税率が15%以上で
あれば、「課税対象」条件が満たされると考えられます。

MNE事業体を「代行する（act for）」ことによってMNE事業体となるとは

法案で「MNE事業体」という用語は、「MNEグループである、又はそれを代行する法人である…」と定義されています。そのため、
MNEグループの独立した代理店は、その代理店自体はMNE事業体でなくても、修正FSIE税制の対象となるMNE事業体と
見なされるのではないかという懸念がありました。

政府は「MNE事業体」の定義に含まれる「代行する（act for）」という表現が、信託契約などの特定の取決めのみを対象として
おり、その活動自体が「MNE事業体」を構成するものであると考えています。例えば、このような信託契約の場合、内国歳入法
（以下、「IRO」）において、信託は納税者として明確に定義されていないため、修正FSIE税制の下での対象納税者は、このような
信託契約を代行する受託者となります。

IRDは利害関係者の懸念を払拭するために、「代行する（act for）」という用語の通常の意味は、「権限のある代表、又は公式な
代表として機能すること」のみを意味すると説明しています。したがって、サービスプロバイダーが単にMNE法人にサービスを
提供するだけであれば、「代行する（act for）」場合に該当しません。MNEグループ又はMNEグループに含まれる事業体のみに
サービスを提供する独立したサービスプロバイダーを、修正FSIE税制の適用範囲に含めることは、立法上の意図ではありません
でした。

何が「利息」で何が「配当金」であるかは事実の問題

政府は、ある所得が実質的に「配当金」であるか、又は「利息」であるかを判断する際には、単に所得の名目を検討するのでは
なく、取引に関するすべての事実と状況を検討しなければならないことを示しました。

一般的に「配当金」とは、会社の株式に対して、一定期間の利益の一部を支払うことを指します。したがって、パートナーシップ、
投資信託、非法人からの分配金、支店収益の本社への送金は含まれません。

「利息」とは、一般的に、金銭の使用に対して支払われる対価を指しており、そのような使用が剥奪されることに対しての補償と
いう性質があります。

純粋持株会社（以下、「PEHE」）は、株式投資に向けての借入は可能であるものの、金銭ローンの提供や
グループのキャッシュ・プーリング契約への参加は認められていない

PEHEが行うことのできる活動や、PEHEとしての地位を損なわずに得られる付随的な所得の種類に関する質問に対して、
政府は、PEHEは他企業の株式の保有のみを行い、それによって配当金、譲渡益、又はその株式の取得、保有、売却に付随する
所得のみを得ると述べました。

また、政府は株式投資に向けた資金調達のために借入を行い、その借入から生じる付随的な収益（為替差益など）を得ることで、
PEHEとしての資格を失うことはないことを明確化しました。
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ただし、（i）利子の有無にかかわらず被投資会社に金銭ローンを提供する、（ii）国外源泉の配当金から生じた剰余金を
同グループのトレジャリー会社に貸与する、又は（iii）当該余剰金を使ってグループのキャッシュ・プーリング契約へ参加して
利息収入を得る、などの活動のいずれかを行う場合には、PEHEとしての地位を損ないます。

PEHEは、緩和されたESRを満たす代わりに、非PEHEに適用される通常のESRの充足を選択することは
認められない

香港を拠点とするMNEグループの多くは、オフショア投資持株会社（ケイマン諸島や英領バージン諸島で設立された会社など）
を通じて海外の株式投資を保有しています。

このような持株会社は、IROのセクション14に基づいて香港で事業を行っていると見なされる場合がありますが、必ずしも
香港での事業登録が必要ではないという見解もあります。これは、商業登記条例の下での「事業」に対する定義が、明らかにより
活発な事業を指しており、IROの定義よりも狭いと考えられるからです。

そのため、一部の利害関係者は、そのようなオフショア投資持株会社が、香港の事業登録をしなかっただけで、PEHE向けの
緩和されたESRを満たさなくなるかどうかという質問をしました。

また、当該利害関係者は、PEHEが緩和されたESR又は非PEHEに適用される通常のESRのいずれかを満たす場合、修正FSIE
税制の下で免税の対象となるかどうかという質問をしました。

これに対し政府は、PEHEは、関連するEUのガイダンスの要件である緩和されたESRを満たす必要があり、その代わりに
非PEHEに適用される通常のESRを選択することはできないと述べました。さらに、IROの下で香港で事業を行うPEHEは、
非PEHE向けの通常のESRを満たすことができるため、緩和されたESRを満たすことは難しくないはずとも述べました。

税額控除は「所得別」に計算される

納税者が税額控除の限度額を計算する際に、異なる種類の特定の国外源泉所得に関して支払った外国税額を合算すること
（すなわち、外国税額控除のプーリング）が認められるかどうかという質問が多くの利害関係者より寄せられました。

これに対して政府は、現行の税額控除制度で採用されているアプローチと同様に、修正FSIE税制では税額控除が「所得別」に
計算されることを明らかにしました。

その他の一般的な関心事項は、IRDのガイダンスやDIPNによって明確化される予定

香港政府は、IRDが発行する追加ガイダンスやDIPNにおいて、次の事項を含むさらなる説明や設例を提供することを示しました。

（i） 特定の国外源泉所得を「香港にて受領した」と見なす場合

（ii） 緩和されたESRにおいて「株式持分の保有・管理」に該当する活動

（iii）修正FSIE税制の下で譲渡益を計算する際に、株式投資のみなし原価を2022年12月31日時点の公正な市場価格に引き
直す可能性

また、「香港にて受領した」の定義について、副局長（技術事務）は上記セミナーにおいて、特定の未送金の国外源泉所得を
香港に送金せずに株主の海外銀行口座に入金した場合、IRDは当該所得を修正FSIE税制の下で「香港にて受領した」とは
見なさないことも示しました。つまり、当該特定の国外源泉所得は、香港での取引、サービス又は事業に関連して生じた負債の
履行に利用されたものと見なされません。

論評

立法過程で上記のように明確になったとはいえ、新法の特定の条項が実際にどのように解釈して適用されるかは、依然として
複雑です。修正FSIE税制による事業への影響を検討される場合、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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